
     財活第 1018-1号 

令和８年３月 23日 

 
福岡財務支局長 殿 

 
福岡市長 髙島 宗一郎 

（財政局 財産有効活用部 財産活用課） 
 

未利用国有地等における地域の整備計画等に係る意見書 
 

下記１の未利用国有地等における地域の整備計画や環境保全等について、下記２のとおり

意見します。 

 

記 
 
 
１．財産の概要等 

 所在地 区分 登記地目 面積（㎡） 備考 

1 福岡県福岡市城南区 

茶山 3丁目 34番 1 外 1筆 

土 地 宅地 28,326.74 
 

 
 
２．地域の整備計画や環境保全等に係る意見 
【地域の整備計画】 
・当該地の区域は、田島小学校・城南中学校の通学区域であり、城南中学校は現時点で 31学

級以上の過大規模校です。 

 住宅開発が行われた場合、城南中の過大規模校の継続、田島小学校の過大規模校化の可能

性があり、事前に教室を確保するなど、教育環境の整備が必要となるため、毎年の供給戸数

に制限（年間 50戸程度）を付していただきますよう要望いたします。 

（教育委員会教育環境部学校計画第２課学校計画係） 

・当該地においては、「緑豊かでゆとりある良好な市街地環境及び周辺環境と調和したまちな

みの形成を図るとともに、将来にわたってこれらの環境を保全すること」を目標とした地区

計画を策定しています。そのため、当該地区計画に即した活用を図っていただきますようお

願いします。               （住宅都市みどり局都市計画課地区計画係） 
・開発行為を行う場合には、都市計画法に基づく開発許可が必要となります。 
・宅地造成及び特定盛土等規制法（以下、「盛土規制法」という。）に基づく宅地造成等工事規

制区域に含まれており、一定規模を超える土地の形質の変更を行う場合には、盛土規制法の

許可が必要となります。     （住宅都市みどり局開発・盛土指導課盛土指導第１係） 
・当該地の南側隣接道路（市道友丘茶山線）においては、今後の開発にあわせて道路を拡幅

する予定としております。道路拡幅にあたっては、道路上の電柱移設やセットバック部分の

整備内容について、開発事業者や関係機関と協議し、整備時期及び整備内容を決定していく

ため、スケジュール等に関し、担当課との情報共有をお願いします。 

（城南区地域整備課道路整備係） 

 

【環境保全等】 

＜生活環境への配慮＞ 

・当該地は、住宅や社会福祉施設に隣接していることから、近隣住民の生活環境への配慮が



必要となります。特に工事の実施にあたっては、騒音規制法、振動規制法等の公害関連法令

を遵守するとともに、車両走行も含め、騒音・振動、排気ガス、粉じん、汚濁水の発生を極

力抑えた工法・運転に努めてください。 

・当該地周辺は道幅が狭い道路となっていることから、運搬車両の通行ルートは近隣住民の

利用状況や交通状況などへの影響を考慮し決定してください。 

※個々の法令の詳細につきましては、別添１をご参照ください。 

 

＜自然環境への配慮＞ 

・当該地は公園に隣接しており、周辺にはため池もあります。当該地周辺には、別添２「自

然環境地図」のとおり、鳥類はキビタキ（福岡市環境配慮指針）、昆虫類のベニイトトンボ

（環境省 RDB：準絶滅危惧(NT)）などが確認され、城南区においては希少度が高い鳥類、魚

類、植物も確認されています。当該地周辺は、貴重・希少種を含む動植物の生息・生育地や

採餌場となっている可能性があるため、工事や降雨により敷地内から汚濁水や土砂等（運搬

車両のタイヤに付着した土砂等を含む）が流出しないよう注意してください。 

・これら以外に、別添３「福岡市環境配慮指針（一部抜粋）」も参考にしてください。 

（環境局環境調整課） 

 
 
３．連絡先 

部署名：財政局財産有効活用部財産活用課 
担 当：中島、椛嶋 
ＴＥＬ：092-711-4579 



＜土壌汚染対策法関係＞ 

・地域の一部において、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域に指定されて

いる区画があります。当該区画で土地の形質の変更を行う場合には、土壌汚染対策法

第 12条第１項に基づき、施工方法等について、土地の形質の変更に着手する日の 14

日前までに、市に届出をする必要があります。 

・また、当該区画以外の地域において土地の形質の変更を行う場合、別添４「土地の

形質の変更届出書について」の「１ 届出の対象となる面積」に記載されている要件

に該当しましたら、土壌汚染対策法第４条第１項に基づき、土地の形質の変更に着手

する日の 30日前までに、市に届出をする必要があります。届出に必要な書類等につい

ては別添４「土地の形質の変更届出書について」をご参照ください。 

 

＜大気汚染防止法関係＞ 

・既存建築物・工作物の解体等工事を行う場合は、石綿含有建材の有無について事前

調査の実施・結果の報告等をお願いします。 

・吹付け石綿及び石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材が使用されている建築物等の

解体等工事に該当する場合、特定粉じん排出等作業の開始の日の 14日前までに、市に

届出をする必要があります。 

・建設工事等にあたって、建設残土の仮置きなどのために、鉱物または土石の堆積場

（1000㎡以上の規模）を２ヶ月以上継続して設置する場合は、設置前までに市に届出

をする必要があります。 

・大気汚染防止法の規定に該当するばい煙発生施設等を設置しようとする場合、期日

までの事前届出を徹底するようお願いします。 

 

＜騒音・振動規制法関係＞ 

・騒音・振動等により近隣住民の生活に支障を及ぼさないように十分に配慮するよう

お願いします。 

・周辺住民からの苦情に対しては誠意をもって対応するようお願いします。 

・特定建設作業を実施する場合は 城南区生活環境課に届出を提出し、規制基準を遵守

してください。 

 

＜水質汚濁防止法関係＞ 

・工事により発生する濁水等の処理を適切に行うようお願いします。 

 

別添１ 
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　福岡市の豊かな自然を守っていくため，

造成工事や公共工事等での環境配慮が必要

不可欠です。事業検討や工事実施の際に，

ぜひ本指針をご活用ください。

福岡市環境局

＜お問い合わせ先＞　

環境局環境監理部環境調整課

　TEL 092－733－5389  

　FAX 092－733－5592

　メール k-chosei.EB@city.fukuoka.lg.jp

環境配慮の取り組み例 （住宅整備事業）

　住宅整備事業を行っている A さんの会社で，戸建分譲住宅（15 戸）の開発を行った際の環境

配慮取り組み例です。事業の実施にあたり，環境配慮指針を参考にして様々な環境配慮を行いまし

た。（赤字箇所が環境配慮の例となります。）

　開発場所の候補地は南区の内陸部（市街住宅地域）にあります。A さんはまずはじめに，環境配慮指針

の地域別環境配慮事項と自然環境情報地図を参照して，環境の特徴を確認しました。

　近辺にはまとまった樹林地や池を有する公園があり，貴重な生物（キビタキ，キイトトンボなど）も生

息しているようです。周辺住民にも，自然との触れ合いの場としてよく利用されていることが分かりました。

　また，この候補地は公共施設の跡地であり，自然的地形や歴史的遺産の改変はありません。

これらの確認結果をふまえ，周辺の自然環境に配慮しながら，この候補地で開発を進めることにしました。

　A さんは，事業特性別環境配慮事項も参考に，設計を進めます。街区全体の計画では，住宅の配置を工

夫して，涼しい風の通り道を作り，太陽の光が住宅に当たりやすくします。また，貴重・希少生物への配

慮のため，周辺にも自生するヤブツバキ，ホルトノキ，カクレミノを庭木に使用するなど，周辺の緑とつ

ながりを持たせることにしました。

　住宅の設計では，廃棄物の削減のために，耐久性の向上など長寿命化に努めます。また，温室効果ガス

の排出削減のために，太陽熱を空調や給湯に活用するパッシブソーラーシステムを採用しました。

　建設工事が始まりました。既存施設の解体では，

廃棄物の削減・資源の循環利用のために分別解体

や適正処分を徹底します。また，周辺の生活環境

に配慮するため，騒音・粉じんなどの発生・拡散

を極力抑える工法を採用したり，作業機械等の運

行が集中しないように管理しながら工事を進めま

した。

　完成した住宅への入居がはじまりました。入

居者は，太陽熱の活用やLED 照明の採用により，

省エネルギーで温室効果ガスの排出が少なく，

地球環境への負荷が少ない生活を送っています。

　また，周辺に生息する貴重な生物も事業実施

前と同じように生息が確認されています。

※上記の取り組みはあくまでも例であり，予算や事

業の段階によって，できることには幅があります。

まずは，できること（環境配慮指針を確認すること）

から始めることが大切です。

１　構想段階

２　計画段階

３　施工段階

４　供用段階

造成・建設工事，公共工事等の前には

「福岡市環境配慮指針」
別添３



環境配慮指針の使い方
　本指針は，事業の実施による環境影響について，事前に事業者自身で判断いただけるよう，
地域の環境情報を提供し，「構想」「計画」「施工」「供用」の事業の各段階で実施すべき配慮事
項を示したものです。以下のフロー図を参考に，市街住宅地域や里地里山などの地域特性及び，
住宅整備事業や発電所設置事業などの事業特性を確認し，事業の段階にあわせた環境配慮を検
討してください。

環境保全措置の例

市内の希少生物情報を掲載 （毎年更新）

環境配慮事項を掲載

事業の段階：

「環境保全措置」って・・・？

　事業による環境影響を軽減するため
の保全行為のことです。
環境保全措置には，
　①回避
　②低減
　③代償
があり，この順番で，実行可能な範囲に
おいて，効果が最大になる方法を検討し
ます。

※このチラシは概要版です。全体版は環境調整課で配布，または

　市ホームページに掲載していますので，ご確認ください。

A　環境の自然的構成要素の良好な状態の保持
１　構想段階での配慮

Ｂ　生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全
１　構想段階での配慮

２　計画段階での配慮

３　施工段階での配慮

４　供用段階での配慮

A-1-1

B-1-1

B-2-3

B-3-2

B-4-3

排ガス，粉じん，騒音・振
動，光害の影響低減

生物が生息・生育する場所
や条件への影響低減

生物の生息・生育環境に連
続性を持たせる

外来種の侵入・拡散防止

生物の生息・生育環境に連
続性を持たせる

供用後の騒音・振動，排ガス，悪臭などの影響を予測し，周囲への影響を抑
えるよう開発場所や施設の配置を検討する。□

□

□

□

□

□

周辺地域への日照阻害，電波受信，ビル風の影響を予測し，周囲への影響を
抑えるよう開発場所や建築物の配置を検討する。

開発地域周辺の貴重・希少生物の生息・生育情報など自然環境についての情報を収集し，
自然環境保全上重要な場所を回避するよう開発場所や配置の検討を行う。

在来種による緑化を進め，周辺の緑地とのネットワーク化を図ることによっ
て，生物の生息・生育環境に連続性を持たせるよう努める。

外来種の拡散を防止するため，工事により伐採した草木や残土や適性に処分
し，種子等の逸出防止を図る。

低木の植込み，石組，食餌木の植栽，刈草・落葉の利用などにより，小動物
が生息できる自然を創出する。

構　想 供　用計　画 施　工

第１部　環境配慮指針の趣旨

　第１章　環境配慮指針の概要
　　　　　　（指針Ｐ１～Ｐ６）

　第２章　環境配慮の考え方
　　　　　　（指針Ｐ７～Ｐ２０）

第３部　環境関連情報
　　　　　（市ホームページ）
　関連法令・計画
　貴重・希少生物リスト
　快適環境資源リスト
　外来生物情報
　自然環境情報地図
資料編

第２部　環境配慮事項
　　　　　（指針Ｐ２１～Ｐ１６２）

　第１章　地域特性別環境配慮事項

　第２章　事業特性別環境配慮事項

評価及び環境への配慮

・環境配慮の目的

・指針の使い方

・基本的な考え方

・候補地の地域特性区分

・事業の事業特性区分

・関連法令や計画等

・候補地の自然環境や快適環境情報

・その他関連情報

地域特性区分・事業特性区分と事業の段階に応じた環境配慮事項

・構想変更の必要性を

評価する

・構想の変更により環

境影響を回避，低減，

代償する

・工事中の環境影響

を低減する
・環境を維持するため

の措置を実施する

・新たな環境保全措置

を実施する

・環境配慮した技術

や工法を選択する

・環境影響の回避，

低減，代償の具体的

な計画を決定する

指針に掲載している

チェックリストを活用し

て，どんな配慮ができる

か検討しよう！

①　回　避
②　低　減

③　代　償
最　小　化 修 正 ・ 修 復 軽　減

行為の全体または一部を実行しない
ことにより影響を避けます。

例：貴重・希少な生物の生息・生育
場所を保全するために、事業の立地
対象地を変更する。

行為の実施にあたり、規模や程度を
制限して影響を最小化します。

例：山に道路を新設する際、山を切
り崩さずトンネルにすることによ
り、土地の改変量を最小化する。

影響を受けた環境を修復、回復、復
元により影響を修正します。

例：住宅地造成で盛土した法面に、
在来の植物を植樹する。

行為の実施期間中、保全や維持管理
を行うことにより、影響を継続的に
軽減または除去します。

例：道路にボックスカルバートを設
置し、動物の移動経路を確保する。 

代替資源や環境を置き換えて提供
して、影響を代償します。

例：事業により消失する水辺環境
の代替地としてビオトープを創出
する。

候補地とこの地図とを見比べて，

何か希少な生物が生息していない

かを確認することから，環境配慮

が始まるんだね！

「回避」が最も影響がないけど，

他の候補地がなければ「低減」

や「代償」も考えていかない

といけないね！

福岡市環境配慮指針 検索 クリック！

イタチ（準絶滅危惧）

ニホンイシガメ（絶滅危惧Ⅱ類）

ニホンアカガエル（絶滅危惧Ⅱ類）

・
・
・
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一定規模以上の土地の形質を変更しようとする者は、土壌汚染対策法（以下、「法」という。）

第４条第１項に基づき、土地の形質の変更に着手する日の３０日前までに、市に届出をする 

必要があります。届出された土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがある場合は、

市が土地所有者等に対して土壌汚染状況調査を命令します。 

 なお、ここでいう「着手する日」とは、土地の形質の変更そのものに着手する日のことをい

い、土壌を扱わない建物部分の解体作業等は含みません。 

 

（参考）届出日算出方法 

届出日 １日目 ２日目 ・・・ 29日目 30日目 着手日 

４月１日 ４月２日 ４月３日 ・・・ ４月 30日 ５月１日 ５月２日 

  

中 30日 

 

 

１ 届出の対象となる面積 
次のいずれかが対象となります（次頁「届出が必要な事例について」参照）。 

① 掘削部分と盛土部分を合計した面積が 3,000㎡以上となる形質変更 

  ② 現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地及び法第３条第１項ただし書の

確認を受けた土地等については、掘削部分と盛土部分を合計した面積が 900㎡以上となる形質変更 
※ 有害物質使用特定施設とは、水質汚濁防止法及び下水道法に基づく特定施設のうち、土壌汚染対

策法における特定有害物質を使用している施設です。 
※ 法第３条第１項ただし書の確認を受けた土地とは、使用を廃止した有害物質使用特定施設のうち、

土壌汚染状況調査の義務が一時的免除されている土地です。当該土地において形質変更の届出が
なされた場合は、調査命令を発出します。 

【注意点】 

 ・ 土地の形質の変更とは、土地の掘削や盛土等を行う行為です。 

   ・ 掘削後に盛土をして、掘削前と同じ地盤高にする場合であっても、土地の形質の変更に該当 

し、その範囲は「掘削」として計上します。 

   ・ 道路等について、原地盤に影響を及ぼさない行為（例えば、原地盤の上部に路盤材が敷かれてお

り、その上にあるアスファルト舗装のみを張り替える工事）は、土地の形質の変更には該当しま

せん（形質変更面積から除外）。 

・ 掘削土壌の一時的な仮置きについて、シートや鉄板で養生をして地面と接触しないように仮置き

した場合でも、その範囲は「盛土」に該当します。 

   ・ 過去に届出を行ったことがある土地であっても、土地の形質の変更の都度、届出が必要です。 

・ 形質変更を行う土地が同一の敷地に存在しない場合でも、同一の事業計画※に該当する場合は、

面積を合算してください。 
   ※ 環境省通知において、「土地の形質の変更が行われる部分が同一の敷地に存在することを必ずしも

要せず、土壌汚染状況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣旨を踏まえれば、同一の
事業の計画や目的の下で行われるものであるか否か、個別の行為の時間的近似性、実施主体等を総
合的に判断し、当該個別の土地の形質の変更部分の面積を合計して 3,000㎡以上（現に有害物質使
用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地等にあっては 900㎡以上）となる場合には、ま
とめて一の土地の形質の変更の行為とみて、当該届出の対象とすることが望ましい」とされていま
す（平成 31 年 3 月 1 日付環水大土発第 1903015 号 改正令和４年３月 24 日付環水大土発第 
2202212号）。 

 

 

 

 

 

土地の形質の変更届出書について 

【届出対象外】以下のいずれかに該当する場合に限り、届出は不要です。 
 ア）盛土のみの土地の形質の変更 
イ）形質変更対象地（以下、「対象地」という。）の全てにおいて掘削深度が最大 50cm未満で 

あって、対象地の外へ土壌の搬出を行わず、かつ、土壌の飛散または流出を伴わないもの 
ウ）農業を営むために通常行われる行為で対象地の外へ土壌の搬出を行わないもの 
エ）林業の用に供する作業路網の整備で対象地の外へ土壌の搬出を行わないもの 
オ）鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更 
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２ 届出者及び届出先 
・届出者：「土地の形質の変更をしようとする者」が行います。 

土地を借りて開発行為等を行う場合には開発業者等が届出を行います。工事の請負の発注者と受

注者の関係では、その施工に関する計画の内容を決定する責任をどちらが有しているかで異なり

ますが、一般的には発注者が届出を行うものと考えられます。 

  ・届出先：対象地が福岡市内であれば「福岡市 環境局 環境保全課」が窓口です。 

 

３ 届出に必要な書類 
①「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書（様式第六）」 

② 土地の形質の変更の場所に関する地番、土地所有者一覧表（対象地が複数の地番の場合） 

③ 土地の形質の変更が行われる範囲を明示した図面 

 ・位置図（対象地の範囲が明確に分かるもの） 

・平面図（掘削部分と盛土部分を明示し、各々の面積を記載した図面） 

   ・立面図・断面図（最大掘削深度とその場所を明示してください。） 

   ※複数年事業の場合、届出書及び位置図等に事業全体の土地の形質変更範囲及び面積の概要が分か

るように記載してください。 

  ④ 形質の変更の対象となる土地の公図及び登記事項全部証明書（発行日から３か月以内のもの） 

    ※ 公図には、土地の形質の変更範囲を明示してください。 

⑤ 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合は、登記事項証明書その他

の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面（例：登記事項証明書、土地の売買契約書、工事

請負契約書、同意書（※）等） 

（※）土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令（令和４年環境省令第６号）の施行前に添

付することとされていた「同意書」についても、土地の所有者等の所在が明らかとなる内容が

記載されているのであれば「当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面」として取り扱い

ます。 

 

【注意点】 

届出者が土地の所有者等でない場合にあっては、「当該届出をすること」及び「法第４条

第３項の命令が発出される可能性」について、届出者から土地の所有者等に対して届出前

に十分な説明を行うようにお願いいたします。 

 

 

⑤に関する参考（令和４年７月１日改正の土壌汚染対策法に関する Q＆Aより抜粋） 

Q(質問の概要) A（質問に対する回答） 

登記事項証明書における土地の所有者と実際

の土地の所有者が異なる場合、「土地の所有者等

の所在が明らかとなる書面」として法第４条第

１項の届出にどのような書類を添付すべきか。 

例えば、実際の土地の所有者による当該土地

の固定資産税の支払いを証明する書類の添付等

が想定される。 

土地の所有者の死亡により相続人が土地の所

有権を有している場合、「土地の所有者等の所在

が明らかとなる書面」として法第４条第１項の

届出にどのような書類を添付すべきか。 

戸籍謄本及び住民票の写しなど相続人である

ことを証する書類を添付することにより運用さ

れたい。 

 

 

 ４ 法第４条第２項に基づく調査結果の提出 
 法第４条第１項の届出の際、併せて同条第２項に基づき調査結果を提出することができます。なお、法

第４条第１項の届出者が当該土地の所有者等でない場合に当該調査結果を提出する際は、土地の汚染状況

について調査及び報告することについて、当該土地の所有者等の全員が同意する旨の同意書（様式任意）

の添付が必要となります。 
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 ５ 届出が必要な事例 

【例１】                     

    

 

 

 

 

 

形質の変更面積（掘削）3,200㎡ (≧3,000㎡)   

 

【例２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

形質の変更面積（掘削）  900㎡(<3,000㎡)  
    形質の変更面積（盛土）2,700㎡(<3,000㎡) 

    形質の変更面積（合計）3,600㎡ (≧3,000㎡) 

 

【例３】 

 

 

 

①形質の変更面積（掘削）2,500㎡ (<3,000㎡) 
②形質の変更面積（掘削）1,500㎡  (<3,000㎡) 

形質の変更面積 （合計）4,000㎡ (≧3,000㎡)   

  ※ この場合、①の形質変更に着手する 30日前までに①の部分の届出を行い、別途、②の形質変更に

着手する 30日前までに②の部分の届出を行ってください。 

 

 

６ 土壌汚染状況調査の範囲について 

調査命令の対象となるのは、形質の変更を行う 

土地のうち、掘削部分であって、かつ土壌汚染の 

おそれのある範囲に該当する土地です。 

 

 

 

７ 届出書等記入例 

  P5～P8のとおり 

  

5,000㎡の敷地のうち、3,200㎡の形質の変更（全て掘削）を行う場合 

5,000㎡の敷地のうち、3,600㎡の形質の変更（掘削900㎡、盛土2,700㎡）を行う場合 

道路整備事業など長期間に渡って形質の変更を実施する場合 

 全事業予定地：4,000㎡ 

①工期Ⅰ(掘削)：2,500㎡ ②工期Ⅱ(掘削)：1,500㎡ 事業対象外区間 

掘削：3,200㎡ 

敷地 

5,000㎡ 

土壌汚染のおそれのある範囲 

調査範囲 

掘削

盛土

掘削：900㎡ 

盛土 

1,200㎡ 

盛土 

1,500㎡ 

敷地 

5,000㎡ 
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８ 届出後の流れ 

※ 調査命令が発出された場合、土壌汚染状況調査を実施し、その結果を福岡市に報告する必要がありま

す。

※ 土壌汚染状況調査結果の審査が完了するまで土地の形質変更をすることができないため、事業の進捗

に大きな遅れ（数か月以上）が生じる可能性があります。なお、調査の結果汚染が判明した場合は、そ

の状況に応じて土地の形質の変更に制限がかかります。

※ 法に基づく土壌汚染状況調査が不要と判断された場合でも、当該土地に土壌汚染が存在しないことが

保証されるものではありません。

土壌汚染のおそれの基準（規則第 26条） 

（審査の基準） 

① 土壌の特定有害物質による汚染状態が基

準に適合しないことが明らかである土地

② 特定有害物質（を含む固体･液体）が埋めら

れ、飛散・流出・地下に浸透した土地

③ 特定有害物質をその施設において製造し、

使用し、又は処理する施設に係る工場･事

業場の敷地である（であった）土地

④ 特定有害物質（を含む固体･液体）をその施

設において貯蔵・保管する施設に係る工

場･事業場の敷地である（であった）土地

⑤ ②から④までに掲げる土地と同等程度に土

壌の特定有害物質による汚染状態が基準に

適合しないおそれがある土地

＜お問い合わせ先＞ 

福岡市 環境局 環境保全課 水質・土壌係 

（〒810-8620 福岡市中央区天神１丁目８番１号（本庁舎 13階）） 

電話：092-733-5386 

電子メール：k-hozen.EB@city.fukuoka.lg.jp 
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 福岡市
                           

 

        

          

         

福岡

 

 

  

 

   

さい。（記入例参照）

この欄は記載

不要です。斜線を引いてください。

記入例

福 岡 市 長 殿
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別紙〇

土地の形質の変更の場所が複数の地番になる場合には、以下に示すような一覧表を作成し、
別紙として添付してください。

※記載内容は、〇〇年〇月〇日取得の土地登記簿による。

該当する項目にチェック
を付けてください。
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23146
テキストボックス
出典） 東京都環境局「土壌汚染対策法及び環境確保条例に基づく届出書等の作成の手引き」

23146
テキストボックス
≪例１≫
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23146
テキストボックス
≪例２≫

23146
テキストボックス
出典） 東京都環境局「土壌汚染対策法及び環境確保条例に基づく届出書等の作成の手引き」
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23146
テキストボックス
出典） 東京都環境局「土壌汚染対策法及び環境確保条例に基づく届出書等の作成の手引き」
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≪例４≫

23146
テキストボックス
出典） 東京都環境局「土壌汚染対策法及び環境確保条例に基づく届出書等の作成の手引き」
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